
河川整備基本方針の変更（案）に関する補足事項

国土交通省 水管理・国土保全局

令和３年８月２日

資料2

・前回審議（第111回）の主なご意見に対する補足事項
・河川整備基本方針変更（案）の本文の補足事項



新宮川水系ご意見に対する補足説明１：相野谷川の輪中堤について

● 相野谷川において、輪中堤高を超えるような洪水が発生した場合、その影響をどう予測しているか。

（回答）
○ 相野谷川においては、平成23年9月洪水により、輪中堤天端を洪水が越水し堤内地の浸水や特殊堤の被災が生じた。
○ この被災を受け、輪中堤の嵩上げをする際に、併せて輪中堤の構造を強化。例えば、高岡地区については特殊堤から土堤構

造へ変更を行い、追加で地盤改良も実施。
○ さらに、危機管理対策として、輪中堤の裏法の強化に加え、熊野川の掘削土砂を活用した避難のための高台を整備。
○ また、地区ごとのタイムラインを策定しており、河川の水位等をきっかけとして、輪中堤の外や高台への避難をとるべき行動と

して定めている。
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【H23.9洪水における相野谷川浸水範囲】

浸水範囲

輪 中 堤

ふなだ
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おおさと

平成29年4月撮影

高岡地区被害状況

＜輪中堤の裏法の強化＞
T.P.+10.70

既設改良体

地盤改良

コンクリート積みブロック

大型ブロック積み
コンクリート積みブロック

高岡地区嵩上げ断面では、
特殊堤から土堤へと構造を変更

相野谷川

＜地区別タイムライン 鮒田地区でとるべき避難行動と避難のきっかけ＞

おのだに

たかおか

相野谷川

ふなだ



新宮川水系ご意見に対する補足説明２：高台の平常時の管理及び活用について

● 高台整備について、平常時にどういった管理を地域で行い、どのように活用をしていくのか。

（回答）
○ 平成30年度に紀宝町成川地区で整備された高台は、南海トラフ巨大地震による津波等に備えた防災施設であるが、日頃は防

災訓練だけでなく、平場を住民に開放し地域のイベントに活用されている。
○ 新宮市蓬莱地区に整備された津波避難場所は公園内に整備されているため、平常時は公園利用に活用されている。
○ 緊急時に迅速かつ円滑な避難体制を確保するため、鮒田地区及び高岡地区の高台を活用した防災訓練が検討されている。

2

整備前 整備後

【紀宝町成川地区】

整備前

【新宮市蓬莱地区】宮井戸津波避難地

成川津波避難地

整備後

【高岡地区】 【鮒田地区】

ほうらい

きほうちょう なるかわ

みやいど

ふなだ



五ヶ瀬川水系ご意見に対する補足説明３：河口処理と流量配分の考え方について（１／４）

● 五ヶ瀬川本川の河口部と支川について、流量はピークで合流するとのことだが、流量配分は単純合計と一致していない。ピー
クで合流させないとバックウォーターが生じてしまうため、３河川がピークで合流するよう流量配分や河口処理を考慮すべき。

● 河口砂州だけでなく、河口部においては面的な処理が必要と考える。北川も土砂移動が多いため、堆積しやすい。北川の河
床が高くなると閉塞し、バックウォーターが発生することが懸念される。

3＜五ヶ瀬川計画高水流量図＞

【現行の河川整備基本方針】

【河川整備基本方針の変更（案）】

（回答）
○ 計画高水流量は、主要洪水の降雨波形を用いて主要地点毎に最大値となる流量から設定している。
○ なお、本川と支川の同時合流は一部の主要洪水波形に見られるが、流量のピーク時刻に若干の差があることから、流量配分

図の合計値は一致していない。
○ なお、河口処理にあたっては、河口付近の面的な堆積状況等を把握したうえで、鮎の遡上や河川環境へ影響を考慮し、具体

的な対策を今後検討していく。
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五ヶ瀬川水系ご意見に対する補足説明３：河口処理と流量配分の考え方について（２／４）
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（回答）
○ 河口の計画高水流量は、主要降雨波形群の中で、最大値を示した平成９年洪水の引き伸ばし降雨波形の流出計算値により

決定。
○ なお、主要降雨波形群に含まれていない波形について、生起し難いとは言えない降雨波形群のうち、9,900m3/sを超過する波

形が確認されていることから、減災対策も併せて検討する必要がある。
○ また、五ヶ瀬川と大瀬川の分派量は、地域に与える社会的影響、アユの産卵場の消失及び塩水遡上による取水への影響等

考慮し五ヶ瀬川（分派後）2,600m3/s、大瀬川（分派後）4,600m3/sに設定している。

※■は各地点での対象洪水のうちの最大値を示しており、計画高水流量としている。

＜主要洪水における主要な地点の洪水調節後の通過流量＞

三輪地点
大瀬川

（分派後）
五ヶ瀬川
（分派後）

祝子川河口 北川河口
五ヶ瀬川

河口

実績雨量
(mm/12hr)

計画規模の
降雨量

(mm/12hr)

S. 32. 8. 20 201 6,000 3,800 2,200 900 2,900 5,600

S. 32. 9. 7 256 5,900 3,800 2,100 1,400 4,700 7,700

S. 39. 8. 24 210 5,800 3,700 2,100 600 1,700 4,100

S. 46. 8. 30 254 7,100 4,600 2,600 1,400 5,100 8,900

S. 57. 8. 27 251 6,100 3,900 2,200 1,100 4,100 7,000

H. 5. 8. 10 296 5,800 3,700 2,100 400 1,300 3,700

H. 5. 9. 3 254 5,400 3,400 2,000 900 3,900 6,400

H. 9. 9. 16 289 6,200 4,000 2,300 1,300 6,500 9,900

H. 10. 10. 16 210 6,300 4,000 2,300 1,600 5,300 8,500

H. 16. 8. 28 272 5,100 3,300 1,900 900 2,800 5,200

H. 17. 9. 4 342 7,200 4,600 2,600 1,200 4,600 8,300

：最大値

375

洪水年月日

三輪上流域平均

通過流量

(m3/s)



新宮川水系ご意見に対する補足説明３：河口処理と流量配分の考え方について（３／４）
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＜新宮川水系計画高水流量図＞

【現行の河川整備基本方針】

【河川整備基本方針の変更（案）】

○ 計画高水流量は、主要洪水の降雨波形を用いて主要地点毎に最大値となる流量から設定。
○ 熊野川本川のピーク流量と、相賀地点～成川地点までの相野谷川を含む各支川からのピーク流量は、ほとんど同時合流し

ているものの、流量のピーク時刻に若干の差があることから、合計値は一致していない。
○ なお、本川流量に対して支川流量が小さいため流量配分図にも記載していない。

＜平成23年9月型洪水：各地点での流量ハイドログラフ＞
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※残流域とは、相野谷川を除く、相賀地点から成川地点まで各支川からの流入を示す

12 18

8/30

6 12 18

8/31

6 12 18

9/1

6 12 18

9/2

6 12 18

9/3

6 12 18

9/4

6 12 18

9/5

6 12 18

9/6

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000
(m /s)

3

流

　

　

　

量

相賀地点

成川地点

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
(m /s)

3

流

　

　

　

量

残流域

相野谷川

0

20

40

60

80

100
(mm)

雨

量
流域平均雨量

22275
 5:00

23806
 5:00

963
 4:30846

 5:40

44.0

23,900
22,300

900
1000

参考：新宮川水系の流量配分の考え方について

単位：m3/s

単位：m3/s

19,000

成
川

成
川

24,000



新宮川水系ご意見に対する補足説明３：河口処理と流量配分の考え方について（４／４）
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参考：新宮川水系の流量配分の考え方について

○ 河口の計画高水流量は、主要降雨波形群の中で、最大値を示した平成23年洪水の実績降雨波形の流出計算値により決定。
○ なお、主要降雨波形群に含まれていない波形について、生起し難いとは言えない降雨波形群のうち、24,000m3/sを超過する

波形は確認されていない。

※残流域とは、相野谷川を除く、相賀地点から成川地点までの各支川からの流入を示す。
※■は各地点での対象洪水のうちの最大値を示しており、計画高水流量としている。

＜主要洪水における主要な地点の洪水調節後の通過流量＞

相賀地点 残流域 相野谷川河口 河口

S430727 370.1 18,000 600 300 18,700

S460829 295.5 20,100 700 600 20,700

S570801 317.8 19,100 500 300 19,400

H090725 469.8 16,200 500 300 16,700

H130820 467.2 15,800 600 700 16,900

H160803 358.0 16,200 700 400 16,300

H190713 262.6 18,300 800 600 19,100

H230718 479.9 15,300 600 300 15,800

H230902 714.0 22,300 1,000 900 23,900

H270715 439.6 17,700 700 200 18,100

通過流量

(m3/s)

通過流量

(m3/s)

549.0

対象洪水 実績雨量

(mm/24h)

相賀上流域

計画規模の

降雨量

(mm/24h)

通過流量

(m3/s)

通過流量

(m3/s)



共通基本方針変更（案）の補足説明１：流域内の人口及び高齢化率

○ 新宮川及び五ヶ瀬川のいずれの流域においても、全国的な傾向と同様に、これまで人口は減少し、高齢化が進行。
○ 流域内の人口の動向を踏まえ、沿川の浸水しやすい地域における土地利用の状況や水害に強いまちづくりの動向を考慮し

た、治水対策が求められる。
○ また、高齢化の更なる進行が懸念されることから、高齢者の避難支援のための体制や設備等を確保し、避難の実効性を高

める必要がある。

7

※熊本県の高森町、蘇陽町、矢部町、清和町の1985
年の人口が記録に残っていないため、計上されていない

新宮川の流域関係市町村の人口及び高齢化率の推移 五ヶ瀬川の流域関係市町村の人口及び高齢化率の推移

日本全国の人口及び高齢化率の推移

※社会人口問題研究所の調査（基本は国勢調査による実績値、2020の値は予測値）をもとに、国土交通省水管理・国土保全局が作成



新宮川水系基本方針変更（案）の補足説明２：河川津波対策について（１／５）

8

● 東南海・南海地震の影響があるのではないか。
● 津波に対しての河川遡上に対する検討が必要なのかどうかをお聞きしたい。

（回答）
○ 河川津波対策にあたっては、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす「最大クラスの津波」は施設対応を超過する事象と

して、住民等の生命を守ることを最優先とし、津波防災地域づくり等と一体となって減災対策を実施する。
○ また、最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす「計画津波」に対しては、津波による災害から人命や

財産等を守るため、海岸における防御と一体となって河川堤防等により津波災害を防御するものとする。
○ 新宮川水系においては、計画津波の水位をT.P.5.1mと設定。

和歌山県における最大クラスの津波の設定（新宮市沿岸） 三重県における最大クラスの津波の設定（七里御浜）



新宮川水系基本方針変更（案）の補足説明２：河川津波対策について（２／５）
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相野谷川排水機場

相野谷川

鮒田水門

熊野川

3.0k
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排水能力：11m3/s

A

A’

○ 計画津波が発生した際には、熊野川本川は8.6k付近、支川相野谷川は水門開放状態で4.0k付近まで遡上するものの、本川の堤防天端からの越
水は生じない。なお、支川相野谷川・市田川では津波の遡上防止のために水門は閉鎖する。

○ 耐震対策については、熊野川本川において、水門・樋門のＬ２地震動までの対策が概ね完了。支川相野谷川においては、鮒田水門では３門の内２
門の耐震対策が完了。引き続き、相野谷川・市田川における水門・樋門等の耐震対策も実施していく。

○ 液状化対策については、熊野川本川で樋門2箇所、支川相野谷川では排水機場１箇所で対策を実施。地盤変形により函体のせん断耐力が不足す
ることから、地盤変形を抑制するために薬液注入による液状化対策を実施。

熊野川
8.6k付近
まで遡上

相野谷川
4.0k付近まで遡上

計画津波遡上範囲

相野谷川排水機場における液状化対策

ふなだ



五ヶ瀬川水系基本方針変更（案）の補足説明２：河川津波対策について（３／５）

（回答）
○ 河川津波対策にあたっては、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす「最大クラスの津波」は施設対応を超過する事象と

して、住民等の生命を守ることを最優先とし、津波防災地域づくり等と一体となって減災対策を実施する。
○ また、最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす「計画津波」に対しては、津波による災害から人命や

財産等を守るため、海岸における防御と一体となって河川堤防等により津波災害を防御するものとする。
○ 五ヶ瀬川水系においては、計画津波の水位をT.P.4.7mと設定。

10

● 東南海・南海地震の影響があるのではないか。
● 津波に対しての河川遡上に対する検討が必要なのかどうかをお聞きしたい。

出典：宮崎県ウェブページ

宮崎県沿岸における津波水位の設定 宮崎県沿岸における津波水位の設定

ほうざい ながはま



五ヶ瀬川水系基本方針変更（案）の補足説明２：河川津波対策について（４／５）

11

耐震対策実施済み水門等

令和3年3月時点

計画津波L1の遡上影響範囲 及び 耐震対策・津波対策実施状況

○ 計画津波が発生した際には、五ヶ瀬川、大瀬川で長い距離を遡上するものの、堤防天端からの越水は生じない。
○ 堤防については、照査の結果、液状化対策の必要区間はなし。耐震対策については、必要な区間の全ての対策が完了済み。
○ 樋門等の河川管理施設については、順次必要な耐震対策を実施しているところ。

今後改良予定の十貫陸閘（現状）



五ヶ瀬川水系基本方針変更（案）の補足説明２：河川津波対策について（５／５）

12

日向灘

○ L2津波については、被害の最小化を主眼とする減災対策が重要であり、ソフト対策を講じるための基礎となる「津波浸水想
定」を作成し、公表している。

○ また、南海トラフ巨大地震等による津波に備え、延岡市にて津波避難タワーの整備が進められている。

⾧浜地区避難ﾀﾜｰ
（延岡市）H28完成

二ッ島地区避難ﾀﾜｰ
（延岡市）H29完成

ふたつしま

ながはま



五ヶ瀬川水系基本方針変更（案）の補足説明３：歴史を踏まえた治水対策（畳堤）

○ 畳堤とは、河川が増水し町に浸水が予測されると、堤防天端に設けられた隙間に畳を差し込むことにより、堤防からの越水を
防ぐ歴史的治水施設である。

○ 「畳堤」と呼ばれる施設は、五ヶ瀬川、長良川（岐阜市）、揖保川（兵庫県たつの市）の全国の３河川に残存しており、五ヶ瀬川
の畳堤は、大正末期から昭和初期に設置された、我が国最古のものとされている。

○ 現在は新たな堤防整備等に伴いその機能は有していないものの、貴重な地域資源として地域による保全活動、ならびに防災
の普及や啓発イベントなどが行われている。

30cm 7cm

88cm

63cm 60cm

176cm

正 面 図

平 面 図

復元された畳堤と城山をイメージした護岸

畳堤詳細図大正末期から昭和初期に竣工

水防団による実演（防災啓発）

大瀬川 五ヶ瀬川

城 山

延岡市役所

亀井橋

板田橋

現存箇所

過去に設置されていた箇所

五ヶ瀬橋

《受賞歴》
平成22年 6月
河川功労者表彰を受賞
平成26年 11月
水防功労者国土交通大臣表彰を受賞
平成27年 9月
土木学会選奨土木遺産に認定

五ヶ瀬川には、980mの畳堤が現存

水辺の青空美術館

畳堤を活かした地域活動 13



新宮川水系基本方針変更（案）の補足説明４：かわまちづくりの取組みについて

○熊野川流域は、宗教文化の中心地と知られ、特に熊野川下流域の熊野本宮大社から熊野速玉大社の間は、世界に類を見ない世界遺産「川の参詣道」

に指定されている他、歴史的資源が多数存在する。

○池田港地区かわまちづくりは、歴史的価値（鵜殿の渡し跡）を保全した水辺整備により、熊野古道（川の参詣道）とまちなかの歴史資源をつないだ水辺の

利用の推進図っている。

○引き続き、川に根ざした歴史・文化を守り、賑わい創出等といった視点から地域のニーズを把握し、まちと一体となった良好な河川空間の形成を目指す予定。

紀宝町

三重県

熊野灘

①文化、自然活動

新宮市

和歌山県

●熊野川および熊野地方の自然、歴史、文化に
配慮した「熊野古道」水と緑あふれる個性あるまちづくり

新宮川水辺プラザ

池田港船着場

鵜殿の渡し（跡）

川の参詣道

熊野速玉大社

文化複合施設

御船祭 御燈祭 神馬渡御式

（写真提供：新宮市観光協会）
・新宮城跡（丹鶴城跡）
・世界遺産 阿須賀神社

（写真提供：新宮市商工観光課）
・神馬渡御式

熊野三山（熊野古道）

（写真提供：公益社団法人和歌山県観光連盟）
・熊野三山（熊野古道） ・御燈祭
・世界遺産 神倉神社

②水辺整備事業 ●水際部の文化資源（丹鶴城趾の炭納屋遺構等）の保全
●熊野古道（川の参詣道）とまちなかの歴史資源を

つないだ水辺の利用促進

池田港船着場

文化複合施設

R3秋頃開館予定

新宮市作成の整備イメージ

熊野川

遺構等の保全

世界遺産 熊野速玉大社

新宮城趾速玉大社

神倉神社

池田港

複合施設

阿須賀神社

世界遺産 神倉神社

新宮（丹鶴）城趾

世界遺産 阿須賀神社

くまのはやたまたいしゃ

さんけいみち

うどの

みふねまつり
しんめとぎょしきおとうまつり

しんぐう（たんかく）

かみくらじんじゃ

すみなや

あすかじんじゃ

く ま の ほ ん ぐ う た い し ゃ く ま の は や た ま た い し ゃ さんけいみち

い け だ こ う う ど の
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五ヶ瀬川水系基本方針変更（案）の補足説明４：かわまちづくりの取組みについて

○ 五ヶ瀬川流域においては、300年以上の歴史を持つ地域資源「鮎やな」を中心とした拠点施設として整備が行われ、食事処の設置や歴史的治水
施設である「畳堤（たたみてい）」の常設展示など、歴史・文化を守り、賑わいを創出する取組が展開されている。

○ 他の模範となる先進的な取組として、五ヶ瀬川かわまちづくりは、令和２年度に九州で初となる「かわまち大賞」を受賞。
○ 引き続き、川に根ざした歴史・文化を守り、賑わい創出等といった視点から地域のニーズを把握し、まちと一体となった良好な河川空間の形成を

目指す予定。

延岡JCT･IC

畳堤

このはなｳｫｰｸ畳堤 延岡わかあゆマラソン

延岡花物語 かわあそびｉｎ五ヶ瀬川

●五ヶ瀬川に親しんでもらう水辺空間の整備
●河川を利用した延岡市民主体の観光イベント「延岡花物語」
●川遊び体験イベント「かわあそびin五ヶ瀬川」

①文化・自然活動ゾーン ②回遊できる散策路 ●観光、スポーツ、健康増進へ寄与する回遊できる散策路の整備
●地域の防災シンボル・観光資源「畳堤」
●約10年ぶりに復活開催（平成30年)「延岡わかあゆマラソン」
●堤防散策イベント「このはなウォーク」

③自然の恵み体験拠点（大貫水辺プロジェクト）

●観光資源である『鮎やな』周辺整備（交流広場等）
●平成28年11月「都市・地域再生等利用区域」指定
●鮎食を提供する「かわまち交流館（延岡市）」完成
●平成30年 BBQ広場整備（延岡市）
●市街地を流れる清流を利用した「まちなかカヌー」

水辺の青空美術館

かわまち交流広場と鮎やななど

かわまち
交流館

鮎やな

かわまち
交流広場

大瀬川まちなかカヌー15

のべおかはなものがたり



新宮川水系基本方針変更（案）の補足説明５：流域における総合的な土砂管理について（１／２）

○新宮川水系では、河川管理者である近畿地方整備局、三重県、奈良県、和歌山県と、沿川市町村及びダム管理者が、緊密な連
携を図りながら、熊野川の一貫した総合的な治水対策を推進することを目的とし、平成２４年に７月に「熊野川の総合的な治水対
策協議会」を設立し、各機関の取り組み状況の報告、意見交換を、継続して行ってきている。

第18回熊野川の総合的な治水対策協議会の様子
（令和元年11月28日）

熊野川流域は、日本有数の多雨地帯である紀伊半島に位置し、洪水が発生しやすい地域特性を有している。 流域の広い範囲で予測困難な深層崩壊等の土砂災害の発
生や、土砂流出による河道内への土砂堆積など、洪水における被害リスクを抱えている。

平成２３年９月の台風１２号に伴う未曾有の降雨では、大規模な土砂崩壊、計画規模を超える洪水によって広域で甚大な被害が発生した。
一方、熊野川流域の河川 管理は、下流を国が管理し、中上流域では流域の３県がそれぞれ管理を行っている。また、熊野川の水資源を利用する複数の施設管理者、河

川利用者が存在している。
このことから、洪水対応等の危機管理において上下流一貫したハード対策及びソフト対策を 実施するためにはこれら関係者のより密接な連携が必要不可欠である。
そこで、熊野川の河川管理者である近畿地方整備局、三重県、奈良県、和歌山県と、沿川市町村及びダム管理者は、相互の連携を強化し、熊野川の一貫した総合的な治

水対策を推進するため、本協議会を設立するものである。

●協議会設立趣旨

近畿地方整備局 河川部 河川部長
紀南河川国道事務所長
紀の川ダム統合管理事務所長
紀伊山系砂防事務所長

三重県 県土整備部長
奈良県 県土マネジメント部長
和歌山県 県土整備部長
関西電力(株) 水力事業本部副事業本部長
電源開発(株)                      西日本支店 支店長
十津川・熊野川沿川自治体 天川村長

五條市長
野迫川村長
十津川村長
田辺市長
新宮市長
熊野市長
紀宝町長

北山川沿川自治体 上北山村長
下北山村長
北山村長

●協議会の構成委員

16
●オブザーバー

近畿中国森林管理局



新宮川水系基本方針変更（案）の補足説明５：流域における総合的な土砂管理について（２／２）
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○治水対策協議会の場では、流域における総合的な土砂管理の推進のため、河道の掘削予定や実績、ダム貯水池での掘削予定
や堆積状況などの情報を相互に、共有している。

○和歌山県、奈良県、三重県の管理区間については、平成23年9月洪水で堆積した土砂の撤去を目的とした熊野川本川における
掘削を実施。

○奈良県は計画していた堆積土砂の撤去が完了。和歌山県、三重県では、堆積土砂の撤去に加え、熊野川本川や支川の更なる
治水安全度の向上を図るため、平成29年10月に策定された熊野川圏域河川整備計画に基づき、河道掘削を実施予定。

○直轄管理ダム、電源開発（株）や関西電力（株）の管理する利水ダムにおいても、引き続き計画的に貯水池内の土砂掘削を実施
予定。



五ヶ瀬川水系基本方針変更（案）の補足説明６：企業による自主的な防災対策

○ 旭化成（株）の東海工場では、平成９年の洪水で大きな浸水被害にあったことを契機に、工場の全周を2m程度程度の耐水壁
で囲う、浸水対策を実施。平成17年の洪水では、周辺地区がほとんど浸水したが、工場は浸水せず、生産活動への大きな影
響は生じなかった。

○ また、旭化成新港基地（株）は、海岸線から250mの立地と近くに避難できる高台がないことを踏まえ、自社敷地内に津波避難
タワーを整備。自社従業員のみならず、一般の方や周辺での釣り人も避難できるよう収容規模を設定し、地域防災に貢献。

○ 企業による自主的な防災インフラの整備によって、人命や経済活動への影響回避の役割を果たしている。
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【津波避難タワーの諸元など】
○2013年12月に完成
○避難タワーの高さは地上12．55メートル、
海抜17．35メートル。

○敷地内で働く従業員約60人の2倍にあたる
約120人を収容可

＜旭化成（株）東海工場の耐水壁と平成9年の浸水状況＞

＜整備された耐水壁＞

旭化成（株）東海工場に関する出典：土木施工 2016 Dec VOL.57 No.12

赤線：工場全周を囲む耐水壁

＜旭化成新港基地（株）が整備した津波避難タワー＞

旭化成新港基地（株）に関する出典：旭化成（株）ホームページより引用

位置図
※地理院地図（電子国土Web）をもとに作成

旭化成㈱東海工場

旭化成新港基地㈱



共通基本方針変更（案）の補足説明７：災害復旧における貯留・遊水機能の確保

○ 近年、毎年のように全国各地で自然災害が頻発。令和元年の水害被害額は統計開始以来最大となった。
○ 堤防が決壊した箇所や越水した箇所の復旧においては、再度災害防止のために、本支川及び上下流バランスを考慮しつつ、

堤防の嵩上げ、引き堤及び河道掘削等を実施するケースが多い。
○ 今後は、本川上流や支川において越水や決壊など堤防が被災し改良復旧を実施する場合には、河道や沿川の土地利用の状

況等を踏まえ、堤防の嵩上げ、引き堤、河道掘削等の対策だけでなく、輪中堤や遊水地等の対策も選択肢として積極的に検
討するなど、できるだけ流域全体で水災害リスクを低減する対策を推進する。

＜長野県中野市古牧地区（千曲川） 輪中堤による家屋浸水被害の解消の事例＞

●中野市災害危険区域に関する条例 抄
（災害危険区域の指定）
第２条 災害危険区域は、出水により災害を被る危険性が高い区域で、市

長が指定した区域とする。
２ 市長は、災害危険区域を指定したときは、その旨を告示しなければなら

ない。
（建築制限）
第３条 前条の規定により指定した区域内において、住居の用に供する建築

物を建築してはならない。ただし、災害危険区域を指定した際、現に存する
住居の用に供する建築物を増築し、又はその一部を改築する場合及び次
の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(１) 主要構造物（屋根及び階段を除く。）を鉄筋コンクリート造又はこれに類
する構造とし、別に定める災害危険基準高（以下「基準高」という。）未満を
居室の用に供しないもの

(２) 基礎を鉄筋コンクリート造とし、その上端の高さを基準高以上としたもの
(３) 地盤面の高さを基準高以上としたもの

輪中堤整備後

実施箇所

位置図

千曲川

：災害危険区域

：河川区域

●古牧地区での災害危険区域
千曲川の計画高水位（H.W.L）以下の範囲を指定。

A=39.0ha

こ ま き

ち く ま

輪中堤

令和元年台風19号時洪水状況

輪中堤
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